
2019年 12月 6日 

                           日伯法律委員会 

            日伯法律委員会 2019年度 年度実績報告 

  

１．委員会メンバー 

 委員長   ： 藏掛 忠明            （丸紅） 

 副委員長 ： 西口 阿弥      （EY） 

 副委員長 ： Marco Quadros        （PwC） 

 副委員長 ： Antenor Minto         （Deloitte）←José Carvalho Jr （Deloitte）2019

年 6月交代 

 副委員長 ： 清水 マサオ ワルテル （KPMG） 

 副委員長 ： 江坂 喜達            （Café Iguacu） 

 副委員長 ： 丹野 康弘            （丸紅）←田口達也（丸紅）2019年４月交代 

 副委員長 ： Rafael Mantovani      （丸紅）←Luiz Sato（丸紅）2019年 11月交代 

  

２．2019年日伯法律委員会活動方針 

  税法を中心に、複雑かつ頻繁に変更されるブラジル法制を把握・分析し、会

員企業への情報提供を通じて、各社の法務・税務リスクへの対応に寄与する。 

 更に、ボルソナロ新政権が打ち出してくると思われる、年金制度改革、労働

改革の行方にも注目し、各社の労務リスクへの対応にも寄与していく。 

  

３．活動計画 

 １） 毎月一回、会員企業から参加者を募り、日伯法律委員会を開催する。 

    委員会においては、あらかじめテーマを定め、専門家による講義の後、意見

交換を行う。テーマの選定は、各種税制・税務問題を中心に、コンプライアン

ス関連規制、M&Aにあたっての留意点、会社設立や倒産法等の企業法制、外



為規制、貿易管理制度、労働法、年金制度改革等、各社のニーズを踏まえて行

う。 

第 2木曜日（16:00～18:00）を予定。 

 ２） 必要に応じて、特定テーマに絞った少人数参加のワーキンググループを

設置する。 

 ３） 日伯法律委員会及びコンサルタント部会共催による税制変更セミナーを

年二回開催する。また、他委員会や他部会とも連携して、日本語によるセミナ

ーや研究会の実施も行う。 

  

＜活動報告＞ 

o 定例会（原則、毎月第 3 水曜日 16:00～18:00）を以下日程において実施。  

o 1月 23日（水） 参加者 45名 

o 2月 13日（水） 参加者 50名 

o 3月 13日（水） 参加者 38名 

o 4月 10日（水） 参加者 51名 

o 5月 15日（水） 参加者 51名 

o 7月 17日（水） 参加者 42名 

o 8月 14日（水） 参加者 62名 

o 9月 11日（水） 参加者 53名 

o 10月 16日（水） 参加者 65名 

o 11月 13日（水） 参加者 50名 

o 2019年上期税制変更セミナーを開催（コンサルタント部会との共催）。  

o 日時：6月 25日（火）13:20～18:30 

o 場所：ホテルマスクードプラザ 

o 参加者：110名程度 

                                       

以上 

  

 


